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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４－メチル－１－ペンテン系重合体と、４価金属リン酸塩化合物から選ばれる少なくと
も１種の化合物からなる消臭剤とを含む樹脂組成物。
【請求項２】
　前記消臭剤の含有量が、４－メチル－１－ペンテン系重合体に対して０．１～１０重量
％である、請求項１に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
前記４価金属リン酸塩化合物が、リン酸ジルコニウムである、請求項１または２に記載の
樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂組成物からなる成形体。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂組成物からなるフィルム。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂組成物からなる射出成形体。
【請求項７】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂組成物からなる繊維。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、４－メチル－１－ペンテン系重合体と特定の消臭剤を含む樹脂組成物並びに
それからなる成形体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽量で強度が優れ、様々な形態に成形できる各種樹脂素材は、様々な用途において幅広
く用いられている。それら樹脂素材には多様かつ高度な機能の付与が求められているが、
なかでも消臭性能の付与は近年の清潔志向などの要因により要求が高まる傾向にあり、各
種素材が検討されている。
【０００３】
　例えば特許文献１、２では基材の表面に消臭剤とバインダ成分を含む分散液を塗布した
後に固定化することによって成形体に消臭性を付与する方法が提案されている。しかしな
がら、これらの方法では、成形体を使用時に表面が擦れて消臭剤が脱落したり、成形体が
繊維の場合には洗濯を繰り返し行うことよって消臭剤が流出するなど、持続性に乏しく実
用的でなかった。
【０００４】
　そこで基材からの消臭剤の脱落を防ぐ方法として、特許文献３では消臭剤を基材となる
樹脂材料に練り込む技術が開示されているが、消臭剤表面が材料に覆われているために消
臭性能が低下するという問題点があった。さらに上記消臭性能の低下を防ぐために特許文
献４では基材を多孔質化して、基材の表面積を増加させることで、消臭対象ガスと基材樹
脂中の消臭剤が接触しやすくするという技術が開示されているが、多孔質化による基材の
機械強度が低下するという問題点があり改善の余地があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２３８７７７号公報
【特許文献２】特開２００２－２３５２８０号公報
【特許文献３】特公平７－１２４３１号公報
【特許文献４】特開２０１２－５７００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記のような背景技術に鑑みてなされたものであって、消臭性の持続性に優
れ、かつ消臭性能が高い樹脂組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは鋭意検討を行い、４－メチル－１－ペンテン系重合体の高いガス透過性に
着目し、４－メチル－１－ペンテン系重合体と、特定の消臭剤とを含む樹脂組成物を用い
ることによって上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は以下の［１］～［８］に関する。
［１］４－メチル－１－ペンテン系重合体と、下記（Ａ）および（Ｂ）から選ばれる少な
くとも１種の化合物からなる消臭剤とを含む樹脂組成物。
（Ａ）４価金属リン酸塩化合物
（Ｂ）金属酸化物または複合金属酸化物
［２］前記消臭剤の含有量が、４－メチル－１－ペンテン系重合体に対して０．１～１０
重量％である、［１］に記載の樹脂組成物。
［３］前記（Ａ）４価金属リン酸塩化合物が、リン酸ジルコニウムである［１］または［
２］に記載の樹脂組成物。
［４］前記（Ｂ）金属酸化物または複合金属酸化物が、酸化亜鉛、または酸化亜鉛と二酸
化ケイ素との混合物である、［１］～［３］のいずれかに記載の樹脂組成物。
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［５］［１］～［４］のいずれかに記載の樹脂組成物からなる成形体。
［６］［１］～［４］のいずれかに記載の樹脂組成物からなるフィルム。
［７］［１］～［４］のいずれかに記載の樹脂組成物からなる射出成形体。
［８］［１］～［４］のいずれかに記載の樹脂組成物からなる繊維。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、消臭性の持続性に優れ、かつ消臭性能が高い樹脂組成物および成形体
を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明について具体的に説明する。
［樹脂組成物］
本発明の樹脂組成物は４－メチル－１－ペンテン系重合体と、
（Ａ）４価金属リン酸塩化合物
（Ｂ）金属酸化物または複合金属酸化物
から選ばれる少なくとも１種の消臭剤とを含む。
　上記消臭剤の含有量は、４－メチル－１－ペンテン系重合体に対して０．１～１０重量
％であることが好ましく、より好ましくは０．３～５重量％である。
【００１０】
　［４－メチル－１－ペンテン系重合体］
　本発明で用いられる４－メチル－１－ペンテン系重合体は、チーグラー・ナッタ触媒や
メタロセン触媒などの公知のオレフィン重合用触媒の存在下で、４－メチル－１－ペンテ
ンを含むモノマーを重合することにより製造される。
４－メチル－１－ペンテン系重合体は、例えば、４－メチル－１－ペンテンの単独重合体
、あるいは４－メチル－１－ペンテンと他のモノマーとの共重合体が挙げられ、本発明の
効果を奏する限り、そのいずれの意味も含む。
【００１１】
　前記４－メチル－１－ペンテンと共重合する他のモノマーとしては、エチレンおよび４
－メチル－１－ペンテンを除く炭素原子数３～２０のα－オレフィンが挙げられる。該α
－オレフィンとしては、具体的には、プロピレン、１－ブテン、１－ペンテン、３－メチ
ル－１－ブテン、１－ヘキセン、３－メチル－１－ペンテン、３－エチル－１－ペンテン
、４，４－ジメチル－１－ペンテン、４－メチル－１－ヘキセン、４，４－ジメチル－１
－ヘキセン、４－エチル－１－ヘキセン、３－エチル－１－ヘキセン、１－オクテン、１
－デセン、１－ドデセン、１－テトラデセン、１－ヘキサデセン、１－オクタデセンおよ
び１－エイコセンなどが挙げられる。これらのうち、好ましくは４－メチル－１－ペンテ
ンを除く炭素原子数６～２０のα－オレフィンであり、さらに好ましくは炭素原子数８～
２０のα－オレフィンである。これらのα－オレフィンは、１種単独または２種以上組み
合わせて用いることができる。
【００１２】
　４－メチル－１－ペンテン系重合体が共重合体である場合、共重合体を構成する４－メ
チル－１－ペンテンに由来する構成単位の量は、通常８０モル％以上、好ましくは９０モ
ル％以上、より好ましくは９５モル％以上である。
本発明で用いられる４－メチル－１－ペンテン系重合体は、好ましくは、下記要件（Ａ－
ｉ）および（Ａ－ii）を満たす。
【００１３】
　（Ａ－ｉ）メルトフローレート（ＭＦＲ；ＡＳＴＭ Ｄ１２３８、２６０℃、５ｋｇｆ
）が、通常１～５００ｇ／１０ｍｉｎ、好ましくは２～３００ｇ／１０ｍｉｎ、より好ま
しくは３～２００ｇ／１０ｍｉｎである。ＭＦＲが上記範囲にあると、成型時の流動性の
点で好ましい。
【００１４】
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　（Ａ－ii）融点（Ｔｍ）が、通常２１０～２５０℃、好ましくは２１５～２４５℃、よ
り好ましくは２２０～２４０℃、さらに好ましくは２２４～２４０℃である。融点が２１
０℃以上であると、得られる樹脂組成物および成形体の耐熱強度が優れ、融点が２５０℃
以下であることで得られる樹脂組成物および成形体の衝撃強度の点で好ましい。
なお、融点は、示差走査熱量計(ＤＳＣ)を用いて、たとえば、次のように測定される。試
料３～７ｍｇをアルミニウムパン中に密封し、室温から１０℃／分で２８０℃まで加熱し
、その試料を、完全融解させるために２８０℃で５分間保持する。次いで１０℃／分で－
５０℃まで冷却し、－５０℃で５分間置いた後、その試料を１０℃／分で２８０℃まで再
度加熱する。この２度目の加熱試験でのピーク温度を、融点（Ｔｍ）として採用する。
【００１５】
　なお、４－メチル－１－ペンテン系重合体は、一種単独でも、複数の４－メチル－１－
ペンテン系重合体を混合して用いてもよい。
【００１６】
　［４－メチル－１－ペンテン系重合体の製造方法］
　本発明にかかる４－メチル－１－ペンテン系重合体の製造は、４－メチル－１－ペンテ
ン系重合体を構成するモノマーに加えて、遷移金属触媒成分および共触媒成分を含む重合
触媒を重合反応器に供給する方法により行われる。
【００１７】
　４－メチル－１－ペンテン系重合体を構成するモノマーの重合は、溶液重合、懸濁重合
、バルク重合法などの液相重合法、気相重合法、その他公知の重合方法で行うことができ
る。また重合を液相重合法で行う場合には、溶媒として不活性炭化水素を用いることもで
きるし、反応条件下において反応に供する液状のオレフィンを用いることもできる。さら
に、本発明において重合は、回分式、半連続式、連続式の何れの方法においても行なうこ
とができる。さらに重合を、反応条件を変えて２段以上に分けて行なうこともできる。
【００１８】
　４－メチル－１－ペンテン系重合体の製造方法に用いられる重合触媒を構成する遷移金
属触媒成分としては、マグネシウム、チタン、ハロゲンおよび電子供与体からなる固体状
チタン触媒や、メタロセン触媒などが挙げられる。このうち、好ましくは固体状チタン触
媒が挙げられ、特に好ましくは、日本国特開２００３－１０５０２２号公報に記載されて
いる、不活性炭化水素溶媒に懸濁させたマグネシウム化合物と、電子供与体として複数の
原子を間に介してエーテル結合を２以上有する化合物と、液体状態のチタン化合物とを接
触させて得られるチタン、マグネシウム、ハロゲンおよび複数のエーテル結合を有する化
合物からなるチタン触媒が挙げられる。
【００１９】
　不活性炭化水素溶媒としては、ヘキサン、デカンおよびドデカンなどが挙げられる。
電子供与体としては、複数の原子を間に介してエーテル結合を２以上有する化合物である
２－イソブチル－２－イソプロピル－１，３－ジメトキシプロパンおよび２－イソペンチ
ル－２－イソプロピル－１，３－ジメトキシプロパンなどが挙げられる。
　マグネシウム化合物としては、無水塩化マグネシウムおよびメトキシ塩化マグネシウム
などが挙げられる。
【００２０】
　本発明において、固体状チタン触媒は、例えば液相重合法の場合、全液体容積１リット
ル当りチタン原子に換算して、通常０．０００１～０．５ミリモル、好ましくは０．００
０５～０．１ミリモルの量で用いられることが好ましい。
【００２１】
　また、上記固体状チタン触媒において、ハロゲンおよびチタンの比率（ハロゲン／チタ
ン）は、原子比で、通常２～１００、好ましくは４～９０であり、２以上のエーテル結合
を含む化合物およびチタンの比率（２以上のエーテル結合を含む化合物／チタン）は、モ
ル比で、通常０．０１～１００、好ましくは０．２～１０であり、マグネシウムおよびチ
タンの比率（マグネシウム／チタン）は原子比で、通常２～１００、好ましくは４～５０
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である。
【００２２】
　上記固体状チタン触媒と共に用いられる共触媒成分（有機金属化合物触媒成分）として
は、有機アルミニウム化合物が挙げられ、たとえば、Ｒa

nＡｌＸ3-nで示される有機アル
ミニウム化合物が挙げられる。
【００２３】
　Ｒa

nＡｌＸ3-n中、ｎは、１～３である。Ｒaは、炭素原子数１～１２の炭化水素基、た
とえば、アルキル基、シクロアルキル基およびアリール基であり、具体的には、メチル基
、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、ペンチル基、ヘキシル基
、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基およびトリル基などで
あり、ｎが２または３の場合、同一でも異なっていてもよい。Ｘは、ハロゲンまたは水素
であり、ｎが２または３の場合、同一でも異なっていてもよい。
【００２４】
　Ｒa

nＡｌＸ3-nで示される有機アルミニウム化合物としては、たとえば、トリメチルア
ルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリイソブチル
アルミニウム、トリオクチルアルミニウムおよびトリ２－エチルヘキシルアルミニウムな
どのトリアルキルアルミニウム；イソプレニルアルミニウムなどのアルケニルアルミニウ
ム；ジメチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジイソプロピルア
ルミニウムクロリド、ジイソブチルアルミニウムクロリドおよびジメチルアルミニウムブ
ロミドなどのジアルキルアルミニウムハライド；メチルアルミニウムセスキクロリド、エ
チルアルミニウムセスキクロリド、イソプロピルアルミニウムセスキクロリド、ブチルア
ルミニウムセスキクロリドおよびエチルアルミニウムセスキブロミドなどのアルキルアル
ミニウムセスキハライド；メチルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムジクロリ
ド、イソプロピルアルミニウムジクロリドおよびエチルアルミニウムジブロミドなどのア
ルキルアルミニウムジハライド；ジエチルアルミニウムハイドライドおよびジイソブチル
アルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドライドなどが挙げられる。
これらのうち、トリエチルアルミニウムおよびトリイソブチルアルミニウムなどのトリア
ルキルアルミニウムが好ましい。
【００２５】
　共触媒成分（有機金属化合物触媒成分）の量は、たとえば、遷移金属触媒成分が固体状
チタン触媒である場合には、固体状チタン触媒１ｇ当たり、通常０．１～１００００００
ｇ、好ましくは１００～１００００００ｇの重合体が生成するような量であればよく、固
体状チタン触媒中のチタン原子１モル当たり、通常０．１～１０００モル、好ましくは約
０．５～５００モル、より好ましくは１～２００モルの量である。
【００２６】
　遷移金属触媒成分は、不活性有機溶媒（好ましくは、飽和脂肪族炭化水素）に懸濁して
重合反応器に供給するのが好ましい。
【００２７】
　また、遷移金属触媒成分は３－メチル－１－ペンテンまたは４－メチル－１－ペンテン
などのα－オレフィンと予備重合した固体触媒成分として用いることが好ましい。予備重
合は、遷移金属触媒成分１ｇ当たり、上記のα－オレフィンを通常０．１～１０００ｇ、
好ましくは０．３～５００ｇ、より好ましくは１～２００ｇの量で重合させて行う。また
、予備重合は、４－メチル－１－ペンテンの重合における反応系内の触媒濃度よりも高い
触媒濃度で行うことができる。
【００２８】
　本発明では、４－メチル－１－ペンテン系重合体を製造するに際し、溶解重合および懸
濁重合（スラリー重合）などの液相重合法が好ましく用いられるが、さらに好ましくは懸
濁重合（スラリー重合）法が用いられる。
【００２９】
　また、本重合時に水素を用いれば、得られる重合体の分子量を調節することができ、メ
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ルトフローレートの大きい重合体が得られる。
【００３０】
　さらに、本重合時に用いる固体状チタン触媒に含まれる電子供与体の種類を選定するこ
とにより、得られる重合体の立体規則性を調整することが可能となり、これにより、重合
体の融点の調整が可能となる。
【００３１】
　本発明において、オレフィンの重合温度および重合圧力は、重合方法および重合するモ
ノマーの種類により異なるが、重合温度は、通常１０～２００℃、好ましくは３０～１５
０℃に、重合圧力は、通常常圧～５ＭＰａ－Ｇ、好ましくは０．０５～４ＭＰａ－Ｇに設
定される。
【００３２】
　［その他の樹脂］
　本発明の組成物には、４－メチル－１－ペンテン系重合体の優れた特性を損なわない範
囲で、その他の樹脂を添加してもよい。添加量は一般的には３０重量％以下、好ましくは
２０重量％以下である。その他の樹脂の例にはオレフィン系重合体、ポリエステル、ポリ
アミド、変性オレフィン系重合体等が挙げられる。
【００３３】
　上記オレフィン系重合体としては、エチレンおよび炭素原子数３～２０の直鎖状または
分岐状のα－オレフィンから選ばれる１種以上のオレフィンを重合して得られるものが挙
げられる。炭素原子数３～２０の直鎖状または分岐状のα－オレフィンとして具体的には
、プロピレン、１－ブテン、１－ペンテン、３－メチル－１－ブテン、１－ヘキセン、３
－メチル－１－ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、１－オクテン、１－デセン、１－
ドデセン、１－テトラデセン、１－ヘキサデセン、１－オクタデセン、１－エイコセンな
どが挙げられる。これらのα－オレフィンとしては、プロピレン、１－ブテン、１－ペン
テン、１－ヘキセン、１－オクテンが好ましい。
【００３４】
　上記オレフィン系重合体は、上述したα－オレフィンの他、本発明の目的を損なわない
範囲で環状オレフィン、官能化ビニル化合物、極性基（例えばカルボニル基、水酸基、エ
ーテル結合基など）および重合性の炭素－炭素二重結合を分子中に有するモノマー（以下
、極性基含有モノマーとも記す。）、共役ジエン、非共役ポリエンなどをコモノマーとし
て含んでもよい。
【００３５】
　環状オレフィンとしては、炭素原子数が３～３０、好ましくは３～２０の環状オレフィ
ン、例えばシクロペンテン、シクロヘプテン、ノルボルネン、５－メチル－２－ノルボル
ネン、テトラシクロドデセン、２－メチル１，４，５，８－ジメタノ－１，２，３，４，
４ａ，５，８，８ａ－オクタヒドロナフタレンなどが挙げられる。
【００３６】
　官能化ビニル化合物としては、芳香族ビニル化合物や脂環族ビニル化合物が挙げられる
。芳香族ビニル化合物としては、スチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、
ｐ－メチルスチレン、ｏ，ｐ－ジメチルスチレン、ｏ－エチルスチレン、ｍ－エチルスチ
レン、ｐ－エチルスチレンなどのモノもしくはポリアルキルスチレン；メトキシスチレン
、エトキシスチレン、ビニル安息香酸、ビニル安息香酸メチル、ビニルベンジルアセテー
ト、ヒドロキシスチレン、ｏ－クロロスチレン、ｐ－クロロスチレン、などの官能基含有
スチレン誘導体；および３－フェニルプロピレン、４－フェニルプロピレン、α－メチル
スチレンなどが挙げられ、脂環族ビニル化合物としては、ビニルシクロヘキサン、ビニル
シクロヘプタンなどが挙げられる。
【００３７】
　官能化ビニル化合物は、官能化ビニル化合物の単独重合体であっても、共重合成分との
共重合体であってもよい。共重合成分の具体例として、マレイン酸、フマル酸、イタコン
酸、アクリル酸、メタクリル酸などの不飽和カルボン酸、無水マレイン酸、無水イタコン
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酸などの不飽和カルボン酸無水物、メタクリル酸ナトリウム、アクリル酸ナトリウムなど
の不飽和カルボン酸塩、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、アクリル酸メチル、アクリル
酸エチル、メタクリル酸メチル、マレイン酸モノエチルエステルなどの不飽和カルボン酸
エステル、アクリルアミド、マレイン酸モノアミドなどの不飽和カルボン酸アミドなどが
挙げられるが、これらに限定されない。これらの共重合成分は１種のみを使用してもよく
、２種以上を併用してもよい。
【００３８】
　上記ポリエステルとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、１
，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサメチレングリコール等の脂肪族
グリコール、シクロヘキサンジメタノール等の脂環式グリコール、ビスフェノール等の芳
香族ジヒドロキシ化合物と、テレフタル酸、イソフタル酸、２，６－ナフタリンジカルボ
ン酸等の芳香族ジカルボン酸、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、ウンデカ
ジカルボン酸等の脂肪族ジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸等の脂環式ジカルボン
酸、あるいはこれらから選ばれる２種以上のジカルボン酸とから形成される結晶性の熱可
塑性樹脂である。このポリエステルは、熱可塑性を示す限り、少量のトリオールやトリカ
ルボン酸等の３価以上のポリヒドロキシ化合物やポリカルボン酸などで変性されていても
よい。このポリエステルの具体例として、ポリ乳酸、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレート・テレフタレート共重合体等が挙
げられる。
【００３９】
　上記ポリアミドとしては、例えば、ヘキサメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、
ドデカメチレンジアミン、２，２，４－または２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジ
アミン、１，３－または１，４－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン、ビス（ｐ－アミ
ノシクロヘキシルメタン）、ｍ－またはｐ－キシリレンジアミン等の脂肪族ジアミン、脂
環式ジアミンまたは芳香族ジアミンなどのジアミン類と、アジピン酸、スベリン酸、セバ
シン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸等の脂肪族ジカルボ
ン酸、脂環式ジカルボン酸、芳香族ジカルボン酸などのジカルボン酸類との重縮合によっ
て得られるポリアミド、ε－アミノカプロン酸、１１－アミノウンデカン酸等のアミノカ
ルボン酸の縮合によって得られるポリアミド、ε－カプロラクタム、ω－ラウロラクタム
等のラクタムから得られるポリアミド、あるいはこれらの成分からなる共重合ポリアミド
、さらにはこれらのポリアミドの混合物などが挙げられる。このポリアミドの具体例とし
ては、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン６１１０、ナイロン９、ナイロン１１、ナイ
ロン１２、ナイロン６／６６、ナイロン６６／６１０、ナイロン６／１１、芳香族ナイロ
ン等が挙げられる。
【００４０】
　［消臭剤］
　本発明に用いられる消臭剤は、下記（Ａ）および（Ｂ）から選ばれる少なくとも１種の
化合物からなる。
（Ａ）４価金属リン酸塩化合物
（Ｂ）金属酸化物または複合金属酸化物
【００４１】
　（Ａ）４価金属リン酸塩化合物
　４価金属リン酸塩化合物としては、リン酸ジルコニウム、リン酸チタン、リン酸スズな
どが挙げられ、好ましくはリン酸ジルコニウムである。非晶質、結晶質いずれの化合物も
用いることができる。４価金属リン酸塩化合物は、アンモニア、トリメチルアミンなどの
塩基性ガスの吸着・消臭力が高く、体臭などの消臭効果が認められている。
　４価金属リン酸塩化合物からなる消臭剤としては、例えばケスモン（登録商標）ＮＳ－
１０（東亞合成株式会社製）などが挙げられる。
【００４２】
　（Ｂ）金属酸化物または複合金属酸化物
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　金属酸化物として好ましくは、亜鉛、ケイ素、銅、ニッケル、鉄、アルミニウム及びマ
グネシウムから選ばれる金属元素を含む金属酸化物である。複合金属酸化物としては、上
記の金属元素を２種以上含む酸化物、あるいは上記の金属元素と、その他の金属元素とを
含む酸化物であってもよい。金属酸化物または複合金属酸化物としてより好ましくは、酸
化亜鉛および酸化亜鉛と二酸化ケイ素との混合物である。これらは酢酸・イソ吉草酸等の
酸性ガスの消臭効果が高く、体臭などの消臭効果が認められている。
【００４３】
　酸化亜鉛からなる消臭剤として、ケスモン（登録商標）ＮＳ－１０Ｋ（東亞合成株式会
社製）が挙げられ、二酸化ケイ素と酸化亜鉛の混合物からなる消臭剤として、シュークレ
ンズ（登録商標）ＫＤ－２１１Ｇ（ラサ工業株式会社製）が挙げられる。
【００４４】
　上記（Ａ）および（Ｂ）から選ばれる少なくとも１種の化合物からなる消臭剤は、市販
の消臭剤製品を１種単独で用いても良いし、複数種の消臭剤製品を組み合わせて用いても
良い。
【００４５】
　［その他の添加剤］
　本発明の樹脂組成物には、その用途に応じて、本発明の効果を阻害しない範囲で他の樹
脂用添加剤を任意に添加することができる。かかる樹脂用添加剤としては、例えば、顔料
、染料、充填剤、滑剤、可塑剤、離型剤、酸化防止剤、難燃剤、紫外線吸収剤、抗菌剤、
界面活性剤、帯電防止剤、耐候安定剤、耐熱安定剤、スリップ防止剤、アンチブロッキン
グ剤、発泡剤、結晶化助剤、防曇剤、（透明）核剤、老化防止剤、塩酸吸収剤、衝撃改良
剤、架橋剤、共架橋剤、架橋助剤、粘着剤、軟化剤、加工助剤などが挙げられる。これら
の添加剤は、１種単独でも、適宜２種以上を組み合わせても用いることができる。
【００４６】
　顔料としては、無機含量（酸化チタン、酸化鉄、酸化クロム、硫化カドミウム等）、有
機顔料（アゾレーキ系、チオインジゴ系、フタロシアニン系、アントラキノン系）が挙げ
られる。染料としてはアゾ系、アントラキノン系、トリフェニルメタン系等が挙げられる
。これら顔料および染料の添加量は、特に限定されないが、前記４－メチル－１－ペンテ
ン系重合体の総重量に対して、合計で、通常５重量％以下、好ましくは０．１～３重量％
である。
【００４７】
　充填剤としてはガラス繊維、炭素繊維、シリカ繊維、金属（ステンレス、アルミニウム
、チタン、銅等）繊維、カーボンブラック、シリカ、ガラスビーズ、珪酸塩（珪酸カルシ
ウム、タルク、クレー等）、金属酸化物（酸化鉄、酸化チタン、アルミナ等）、金属の炭
酸塩（硫酸カルシウム、硫酸バリウム）および各種金属（マグネシウム、珪素、アルミニ
ウム、チタン、銅等）粉末、マイカ、ガラスフレーク等が挙げられる。これらの充填剤は
１種単独または２種以上の併用いずれでもよい。
【００４８】
　滑剤としては、ワックス（カルナバロウワックス等）、高級脂肪酸（ステアリン酸等）
、高級アルコール（ステアリルアルコール等）、高級脂肪酸アミド（ステアリン酸アミド
等）等が挙げられる。
【００４９】
　可塑剤としては、芳香族カルボン酸エステル（フタル酸ジブチル等）、脂肪族カルボン
酸エステル（メチルアセチルリシノレート等）、脂肪族ジアルボン酸エステル（アジピン
酸－プロピレングリコール系ポリエステル等）、脂肪族トリカルボン酸エステル（クエン
酸トリエチル等）、リン酸トリエステル（リン酸トリフェニル等）、エポキシ脂肪酸エス
テル（ステアリン酸エポキシブチル等）、石油樹脂等が挙げられる。
【００５０】
　離型剤としては、高級脂肪酸の低級（Ｃ１～４）アルコールエステル（ステアリン酸ブ
チル等）、脂肪酸（Ｃ４～３０）の多価アルコールエステル（硬化ヒマシ油等）、脂肪酸
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のグリコールエステル、流動パラフィン等が挙げられる。
【００５１】
　酸化防止剤としては、フェノール系（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール
等）、多環フェノール系（２，２'－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノ
ール）等）、リン系（テトラキス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－４，４－ビフェ
ニレンジホスフォネート等）、アミン系（Ｎ，Ｎ－ジイソプロピル－ｐ－フェニレンジア
ミン等）の酸化防止剤が挙げられる。
　難燃剤としては、有機系難燃剤（含窒素系、含硫黄系、含珪素系、含リン系等）、無機
系難燃剤（三酸化アンチモン、水酸化マグネシウム、ホウ酸亜鉛、赤リン等）が挙げられ
る。
【００５２】
　紫外線吸収剤としては、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、サリチル酸系、ア
クリレート系等が挙げられる。
【００５３】
　抗菌剤としては、４級アンモニウム塩、ピリジン系化合物、有機酸、有機酸エステル、
ハロゲン化フェノール、有機ヨウ素等が挙げられる。
【００５４】
　界面活性剤としては非イオン性、アニオン性、カチオン性または両性の界面活性剤を挙
げることができる。非イオン性界面活性剤としては、高級アルコールエチレンオキシド付
加物、脂肪酸エチレンオキシド付加物、高級アルキルアミンエチレンオキシド付加物、ポ
リプロピレングリコールエチレンオキシド付加物等のポリエチレングリコール型非イオン
界面活性剤、ポリエチレンオキシド、グリセリンの脂肪酸エステル、ペンタエリスリトー
ルの脂肪酸エステル、ソルビットもしくはソルビタンの脂肪酸エステル、多価アルコール
のアルキルエーテル、アルカノールアミンの脂肪族アミド等の多価アルコール型非イオン
性界面活性剤などが挙げられ、アニオン性界面活性剤としては、例えば、高級脂肪酸のア
ルカリ金属塩等の硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸
塩、パラフィンスルホン酸塩等のスルホン酸塩、高級アルコールリン酸エステル塩等のリ
ン酸エステル塩などが挙げられ、カチオン性界面活性剤としては、アルキルトリメチルア
ンモニウム塩等の第４級アンモニウム塩などが挙げられる。両性界面活性剤としては、高
級アルキルアミノプロピオン酸塩等のアミノ酸型両面界面活性剤、高級アルキルジメチル
ベタイン、高級アルキル時ヒドロキシエチルベタイン等のベタイン型両性界面活性剤など
が挙げられる。
【００５５】
　帯電防止剤としては、上記の界面活性剤、脂肪酸エステル、高分子型帯電防止剤が挙げ
られる。脂肪酸エステルとしてはステアリン酸やオレイン酸のエステルなどが挙げられ、
高分子型帯電防止剤としてはポリエーテルエステルアミドが挙げられる。
【００５６】
　上記充填剤、滑剤、可塑剤、離型剤、酸化防止剤、難燃剤、紫外線吸収剤、抗菌剤、界
面活性剤、帯電防止剤などの各種添加剤の添加量は、本発明の目的を損なわない範囲内で
用途に応じて、特に限定されないが、前記４－メチル－１－ペンテン系重合体に対して、
それぞれ、０．０１～３０重量％であることが好ましい。
【００５７】
　［樹脂組成物の製造方法］
　本発明の樹脂組成物は、上記の４－メチル－１－ペンテン系重合体と、（Ａ）および（
Ｂ）から選ばれる少なくとも１種の化合物からなる消臭剤、および、必要により、上記「
その他の樹脂」「その他の添加剤」の項で挙げられた各種樹脂および添加剤を配合し、種
々公知の方法で混合して製造できる。
【００５８】
　混合する方法としては例えば、プラストミル、ヘンシェルミキサー、Ｖ－ブレンダー、
リボンブレンダー、タンブラブレンダー、ニーダールーダー等で混合する方法、あるいは
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一軸押出機、二軸押出機、ニーダー、バンバリーミキサー等で溶融混練して製造すること
ができる。また、消臭剤をマスターバッチ状で添加しドライブレンドまたは溶融混合する
こともできる。
【００５９】
　溶融混練を行う場合の温度は、通常２２０～３００℃、好ましくは２５０～２９０℃で
ある。２２０℃以上であることで４－メチル－１－ペンテン系重合体が十分に溶融し、３
００℃以下であることで熱分解が抑制できるので好ましい。混練時間は、通常０．１～３
０分間、好ましくは０．５～５分間の範囲であることで、十分に溶融混練されかつ熱分解
を抑えることができる。
【００６０】
　［成形体］
　本発明の樹脂組成物は、ポリ－４－メチル１－ペンテン系重合体が本来持つ成形性を維
持しているため種々の成形体に成形加工して用いることができる。得られる成形体は消臭
性能に優れ、また、ポリ－４－メチル１－ペンテン系重合体が本来持つ機械強度や透明性
、衛生性などの特性を維持しているため、消臭性能を要求される各種成形体に幅広く適用
することができる。例えば、射出成形体、フィルム、シート、繊維、中空成形体などが挙
げられる。また、繊維としては極細繊維の製造も可能であるため不織布の形態にすること
や、モノフィラメント、マルチフィラメント、フラットヤーンの形態で用いることもでき
る。
【００６１】
　これら成形体は、本発明の樹脂組成物単独で成形されても良いし、その他の各種樹脂や
非樹脂材料と多層構造や複合構造をなしていても良い。
【００６２】
　フィルム、シートの用途例としては、食品などの各種包装用フィルム、ごみ袋、汚物袋
、手袋などの各種日用品、壁紙や床材などの建材、自動車用品など挙げられる。
　射出成形体の例としては、ゴミ箱、トイレ用品、浴用品、台所用品などの日用品、弁当
容器などの各種食品容器や調理用の器具、床材などの建材、冷蔵庫用部材、下駄箱用部材
、衣装ケース、スノコ、タンスなどの家具・家庭用品、ペット飼育用品、自動車の内装材
、などが挙げられる。
【００６３】
　繊維あるいは不織布の用途例としては、マスク、紙おむつ、生理用品、カツラなどの衛
生用品や医療用品、中空糸フィルター、浄水フィルター、バグフィルター、集塵用フィル
ターなどの各種フィルター、鞄、靴、ベルト、ジャケット、下着などの衣類、テーブルク
ロス、カーテン、カーペット、自動車用マットなどの日用品、布団用中綿、布団用側地、
布団カバー、毛布、毛布用側地、毛布カバー、シーツ、枕用中綿、枕カバー、ぬいぐるみ
用中綿、ダウンジャケットなどの寝具・中綿類などが挙げられる。
【００６４】
　またモノフィラメント、マルチフィラメント、フラットヤーンの形態にすることで、ロ
ープ、養生ネット、漁網、釣り糸、ライフジャケット、防虫網、婦人服、紳士服、裏地、
アンダーウエア、ダウン、ベスト、ウインドブレーカー、靴下、靴の中敷き、マスク、手
術用ガウン、離型布、吸油布、防水布、アウトドアウエア、サポーター、包帯、寝袋用生
地、テント用生地、スキーウエア、ゴルフウエア、水着などのスポーツウエア、人工芝、
ベルトコンベア基布、光ファイバー、吸音材、断熱材などの用途に好適であり、その用途
はこれらに限定されるものではない。
【００６５】
　［成形体の製造方法］
　成形体は、例えばそれぞれ以下に示す方法により製造することができる。
【００６６】
　（１）押出成形フィルム、押出成形シート
　一般的なＴダイ押出成形機で成形することにより得られる。例えば一軸押出機にてシリ
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ンダ温度２５０～３００℃およびキャストロール温度０～９０℃で成形を行って押出フィ
ルムやシートを形成する。
【００６７】
　フィルムまたはシートの厚さは、その使用用途にもよるが、通常５～１０００μｍ、好
ましくは３０～２００μｍであるとフィルムの生産性に優れ、フィルム成形時にピンホー
ルが生じることがなく、十分な強度も得られることから好ましい。
また本発明の効果を阻害しない限り他の樹脂と多層フィルムとする、または、紙と積層し
てラミ紙としてもよく、共押出成形法、押出ラミネート法、熱ラミネート法、ドライラミ
ネート法等を用いることができる。また、フィルム表面にはエンボス加工を施しても良く
、フィルム成形時または成形後に延伸してもよい。さらに、成形して得られたフィルムは
さらに樹脂の融点未満の温度でのアニーリング処理を行っても良い。
【００６８】
　（２）延伸フィルム
　本発明のフィルムは延伸してもよい。延伸フィルムは、原反シートを製造し、それを延
伸すればよい。原反シートの製造方法に特に制限はなく、たとえばプレス成形、押出成形
、インフレーション成形などの方法、または溶液流延法などの公知の方法で成形すること
ができる。
【００６９】
　生産効率性の向上という観点では、押出成形法、インフレーション成形法や、溶液流延
法等を用いてもよい。さらに延伸成形体の生産の効率と安定化という観点では、溶融押し
出し成形法によって形成された原反シートを延伸配向させることによって、延伸成形体を
得ることが好ましい。
【００７０】
　溶融押出し成形を行う場合、具体的には、一軸押出機にて、所定のシリンダ温度および
所定のキャストロール温度で成形を行って原反シートを形成する。溶融押出し成形により
原反シートを得る場合に、押出機のロール間で加圧圧縮すると、得られるシートの透明性
をより高くすることができる。予め溶融押出し成形により製造しておいた原反シートを、
延伸成形装置に供給してもよいし、溶融押出し成形と、延伸成形とを連続的に行ってもよ
い。
【００７１】
　形成した原反シートを、延伸機にて所定の延伸速度にて該原反シートの延伸成形を行う
。延伸は、一軸延伸、二軸延伸、逐次延伸などのいずれで行ってもよい。
【００７２】
　延伸温度は、通常、樹脂のガラス転移点（Ｔｇ）～２００℃、好ましくはＴｇ～１８０
℃、より好ましくはＴｇ～１５０℃の温度範囲で行われる。また延伸性を改善するために
、延伸前に、原反シートを予熱しておくことが好ましい。延伸前の予熱は、Ｔｇ～１８０
℃、より好ましくはＴｇ～１５０℃の温度範囲で、通常５分間程度行えば十分である。
【００７３】
　延伸速度は、通常０．１ｍｍ／ｓｅｃ～５００ｍｍ／ｓｅｃ、より好ましくは０．５ｍ
ｍ／ｓｅｃ～１００ｍｍ／ｓｅｃとする。延伸倍率は、通常１．５～６倍、好ましくは２
～５倍とする。結晶化度・結晶サイズを増加させないためには、延伸倍率を小さくし、延
伸速度を大きくすると好ましい場合がある。延伸の方向は、原反シートの押し出し方向に
行うことが好ましい。このような条件のもとで延伸すると、延伸ムラや延伸切れを発生さ
せることなく、効率的に延伸成形体を製造することができる。
【００７４】
　フィルムを延伸することにより、機械的強度を有するフィルムを得ることが可能となる
。また、延伸フィルムの厚みは、原反シートの厚み、延伸倍率等を変えることによって調
節することができる。延伸フィルムの厚さに特に上限は無く、従来本技術分野において「
シート」と呼ばれていたものも含む。また、延伸フィルムを光学フィルムとして用いる場
合には、光学用途に使用可能な程度の厚さとする。延伸フィルムの厚みは、通常は１０～
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２００μｍであり、好ましくは２０～２００μｍである。このような範囲であれば、フィ
ルムの生産性がより向上し、またフィルム成形時にピンホールなどを生じることなく、ま
た充分な機械強度も得られる。
【００７５】
　（３）インフレーションフィルム
　本発明のフィルムはインフレーション成形法で作製してもよい。具体的には、一軸押出
機にて、所定のシリンダ温度で、インフレーション用ダイから重力方向とは逆方向の上向
方向に押出してインフレーションを行い、インフレーションフィルムを得ることができる
。
【００７６】
　インフレーションフィルムの引取速度は通常２～４０ｍ／分、好ましくは４～３０ｍ／
分である。フィルムの厚さは特に限定されないが、通常は１０～３００μｍ、好ましくは
２０～２５０μｍ、更に好ましくは３０～６０μｍである。
【００７７】
　（４）射出成形体
　成型温度通常２５０～３００℃、成形サイクル通常２０～１２０秒で射出成形物が得る
ことができる。
【００７８】
　（５）繊維
　本発明における樹脂組成物からなる繊維は、例えば、樹脂組成物を溶融したものを紡糸
口金に通して押出すことにより、モノフィラメント、マルチフィラメント、フラットヤー
ン、カットファイバー、不織布として製造することにより得ることができる。
【００７９】
　モノフィラメント、マルチフィラメント、フラットヤーンを製造する際の溶融紡糸加工
における溶融温度は、４－メチル－１－ペンテン系重合体の融点に応じて、適宜選択する
ことができるが、２２０～３２０℃の範囲であることが好ましく、より好ましい範囲は、
２５０～３１０℃である。溶融温度が上記の範囲内にあると、４－メチル－１－ペンテン
系重合体の過度な熱分解が抑制でき、口金から吐出された繊維状ストランドの伸長粘度が
十分に低下するため、機械的強度に優れ、紡糸加工性が良好な繊維を得ることができる。
【００８０】
　このようにして得られた繊維は、さらに延伸してもよい。この延伸の程度は、例えば４
－メチル－１－ペンテン系重合体に少なくとも一軸方向の分子配向が有効に付与される程
度に行えば、弾性率や強度を向上させることができる。延伸倍率は通常１．０５～１０．
０倍の範囲であり、より好ましい範囲は、１．１倍～７．０倍、さらに好ましい範囲は１
．２～６．０倍である。
【００８１】
　上記延伸操作を行う場合の延伸温度は、４－メチル－１－ペンテン系重合体のガラス転
移温度および融点、あるいは延伸後に得られる繊維の強度および伸度に応じて適宜選択す
ることができるが、３５～２００℃であることが好ましく、より好ましい範囲は４０～１
８０℃である。延伸温度が上記の範囲にあると糸切れが抑制され、安定して繊維を得るこ
とができる。
【００８２】
　上記延伸操作を行う場合は、１段延伸法あるいは２段以上の多段延伸法のいずれの方法
であってもよい。
【００８３】
　上記方法で得られた繊維を使用して、湿式抄造法、シンタリング法、ニードルパンチ法
、カード法、クロスレイヤー法、ランダムウエーバー法、エアーフォーミング法等で不織
布を製造することができる。
【００８４】
　また単層繊維からなる不織布を製造する場合には、スパンボンド法、メルトブローン法
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、カード法等の方法に従って行うことができる。
【００８５】
　本発明の樹脂組成物からなる繊維は、繊維の断面形状に関して特に制限はなく、真円断
面であってもよく、非円形、いわゆる異形断面であってもよい。異形断面としては、多角
型形状、楕円型形状、扁平型形状、繊維表面に多数の枝状部を有する多葉型形状（具体的
には３葉から３２葉の多葉型形状）、星型形状、Ｃ字型形状、Ｈ字型形状、Ｓ字型形状、
Ｔ字型形状、Ｙ字型形状、Ｗ字型形状、及び井型形状が挙げられる。
【００８６】
　さらに、本発明の樹脂組成物からなる繊維は、繊維断面に長さ方向に連続する空洞部分
を有さない中実繊維であってよく、あるいは長さ方向に連続する１箇所以上の空洞部分を
有する中空繊維であってもよい。
【実施例】
【００８７】
　以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。
　また、実施例において測定した物性は下記の方法に従って実施した。
【００８８】
　＜消臭性能の評価方法＞
　サンプル１ｇを５ＬのＰＶＡ系ポリマー製バッグ（ジーエルサイエンス社製、スマート
バッグＰＡ）に入れた後、表１に示す初期ガス濃度になるように試験ガスを３Ｌ封入し、
２４時間後にバッグ内の残存ガス濃度を検知管を用いて測定した。下記の式（１）に従っ
て、消臭率を算出し、消臭性能評価の指標とした。
式（１）消臭率（％）＝｛初期ガス濃度（ｐｐｍ）－２４時間後のガス濃度（ｐｐｍ）／
初期ガス濃度（ｐｐｍ）}×１００　
【００８９】
【表１】

【００９０】
　［材料］
・４－メチル－１－ペンテン系重合体（Ａ）
　三井化学株式会社製ＴＰＸ（登録商標）、銘柄名：ＭＸ００２（融点：２３３℃、ＭＦ
Ｒ（２６０℃、５ｋｇｆ）：２１ｇ／１０ｍｉｎ）
・ポリプロピレン（Ｂ）
　株式会社プライムポリマー製プライムポリプロ（登録商標）、銘柄名：Ｅ－２００ＧＰ
（融点：１６０℃、ＭＦＲ（２３０℃、２．１６ｋｇｆ）：１．８ｇ／１０ｍｉｎ）
・消臭剤（Ｃ）
　（Ｃ－１）ラサ工業株式会社製シュークレンズ（登録商標）、銘柄名：ＫＤ－２１１Ｇ
Ｆ
　（Ｃ－２）東亞合成株式会社製ケスモン（登録商標）、銘柄名：ＮＳ－１０
【００９１】
　［実施例１］
　４－メチル－１－ペンテン系重合体（Ａ）１００重量部に対して、２００℃、１４時間
の条件で減圧乾燥させた消臭剤（Ｃ－１）を１．０重量部添加し、２軸押出機（池貝社製
、φ＝４３ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３２、シリンダ温度：２８０℃）で溶融混練を行い、４－メチ
ル－１－ペンテン系樹脂組成物１を得た。
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【００９２】
　さらに、上記樹脂組成物１を１２０℃、１２時間減圧乾燥させた後、一軸押出機（サー
モ・プラスチックス工業株式会社製、φ＝３０ｍｍ）にて、シリンダ温度：２７０℃、ダ
イス温度：２７０℃、ロール温度：８０℃の条件で厚さ１００μｍの押出フィルムを作製
した。得られた樹脂組成物１のフィルムの消臭性能測定結果を表２にまとめた。樹脂組成
物１のフィルムはマトリックス樹脂が高いガス透過性を示す４－メチル－１－ペンテン系
重合体であるため、優れた消臭性能を示した。
【００９３】
　［実施例２］
　４－メチル－１－ペンテン系重合体（Ａ）１００重量部に対する消臭剤（Ｃ－１）の添
加量を３．０重量部に変更したこと以外は全て実施例１と同様に行い、４－メチル－１－
ペンテン系樹脂組成物２およびフィルムを得た。得られた樹脂組成物２のフィルムの消臭
性能測定結果を表２にまとめた。樹脂組成物２のフィルムはマトリックス樹脂が高いガス
透過性を示す４－メチル－１－ペンテン系重合体であるため、優れた消臭性能を示した。
【００９４】
　［実施例３］
　消臭成分として、消臭剤（Ｃ－２）を使用したこと以外は全て実施例１と同様に行い、
樹脂組成物３およびフィルムを得た。得られた樹脂組成物３のフィルムの消臭性能測定結
果を表２にまとめた。樹脂組成物３のフィルムはマトリックス樹脂が高いガス透過性を示
す４－メチル－１－ペンテン系重合体であるため、優れた消臭性能を示した。
【００９５】
　［実施例４］
　実施例２で得られた樹脂組成物２を１２０℃、１２時間減圧乾燥させた後、７０ｔ射出
成形機（明機製作所株式会社製、Ｍ７０Ｂ）に供し、シリンダ温度：３００℃、金型温度
：８０℃の射出条件で、１００ｍｍ×１００ｍｍ×２ｍｍｔサイズの角板を作製した。得
られた４－メチル－１－ペンテン系樹脂組成物２の射出成形体の消臭性能測定結果を表２
にまとめた。樹脂組成物２の角板はマトリックス樹脂が高いガス透過性を示す４－メチル
－１－ペンテン系重合体であるため、優れた消臭性能を示した。
【００９６】
　［実施例５］
　実施例１で得られた樹脂組成物１をキャピラリーレオメーター（東洋精機株式会社製、
キャピログラフ１Ｂ、バレル径＝１０ｍｍφ）に供し、設定温度２７０℃の条件で、穴径
１ｍｍ（円形）、穴数１のノズルより、シリンダ－速度１０ｍｍ／ｍｉｎで溶融ポリマー
を溶融押出し、紡出糸を室温下で冷却しながら巻取速度１０ｍ／ｍｉｎで巻取り、未延伸
糸を得た。次いで、加熱延伸機（井元製作所株式会社製）を用いて、送りライン速度０．
２ｍ／ｍｉｎで１００～１２０℃の温度下で６倍延伸し、直径５０μｍの繊維を得た。得
られた繊維の消臭性能測定結果を表２にまとめた。樹脂組成物１の繊維はマトリックス樹
脂が高いガス透過性を示す４－メチル－１－ペンテン系重合体であるため、優れた消臭性
能を示した。
【００９７】
 ［比較例１］
　４－メチル－１－ペンテン系重合体（Ａ）単独を用い、実施例１と同様にフィルムを作
製した。得られたフィルムの消臭性能測定結果を表２にまとめた。
【００９８】
　［比較例２］
　ポリプロピレン（Ｂ）１００重量部に対して、２００℃、１４時間の条件で減圧乾燥さ
せた消臭剤（Ｃ－１）を１．０重量部添加し、２軸押出機（池貝社製、φ＝４３ｍｍ、Ｌ
／Ｄ＝３２、シリンダ温度：２３０℃）で溶融混練を行い、ポリプロピレン系樹脂組成物
を得た。
【００９９】
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　さらに、上記ポリプロピレン系樹脂組成物を１２０℃、１２時間減圧乾燥させた後、一
軸押出機（サーモ・プラスチックス工業株式会社製、φ＝３０ｍｍ）にて、シリンダ温度
：２４０℃、ダイス温度：２４０℃、ロール温度：４０℃の条件で厚さ１００μｍの押出
フィルムを作製した。得られたポリプロピレン系樹脂組成物のフィルムの臭性能測定結果
を表２にまとめた。ポリプロピレン系樹脂組成物のフィルムは消臭性能が不十分であった
。
【０１００】
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【表２】



(17) JP 6351468 B2 2018.7.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  藤原　和俊
            千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３２　三井化学株式会社内

    審査官  藤本　保

(56)参考文献  特開平０４－３２６７００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２１１９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２２８８２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１７３７２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２２１１７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０３５７１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０９６３４４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｌ　　　１／００　－　１０１／１６
              Ｃ０８Ｋ　　　３／００　－　　１３／０８
              Ｃ０８Ｆ　　　６／００　－　２４６／００
              Ａ６１Ｌ　　　９／００　－　　　９／２２
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

